
 

消費税の扱い及び消費税抜推計値 

― ２０２５年経済産業省企業活動基本調査 確報 ― 

 

1. 本調査の消費税の扱いについて 

  企業会計における消費税の経理処理方法には、税抜経理処理と税込経理処理の２つの方法が

ある。経済産業省企業活動基本調査においては、２０２２年調査より消費税の取扱いについて

「原則、消費税込（会計処理上税込で回答することが困難な場合は税抜）での回答」から「そ

れぞれの経理処理に基づいた回答」に変更した。そのため、公表値は税抜経理処理と税込経理

処理が混在した結果となっている。 

 

2. 税抜推計値及び税抜比率について 

２０２５年調査の調査結果に基づく売上高の税抜推計値及び税抜比率は以下のとおり。 

  
（注１）太枠内は、経済産業省企業活動基本調査の対象産業に格付けされた企業の値。 

（注２）サービス業（＊）は、廃棄物処理業、機械等修理業、職業紹介業、労働者派遣業、ディスプレイ業、テレマーケティ 

ング業、その他の事業サービス業の計である。 

（注３）公表値（a）は、消費税抜経理処理と消費税込経理処理の混在値である。 

（注４）税抜推計値（b）は、企業における取引を全て課税対象取引とみなし、消費税率を一律 10％として算出している。 

    ただし、「クレジットカード業、割賦金融業」、「その他の産業」のうち「不動産取引業」、「金融・保険業」及び「医療・ 

福祉業」については、主たる取引に合わせて非課税扱いとしている。 

 


